
ふじのくに電子申請サービス利用案内
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盛土環境条例に基づく各種届出書等の電子手続について

静岡県くらし・環境部
環境局生活環境課



　令和８年4月1日から、ふじのくに電子申請サービスを用いて盛土環
境条例に基づく各種届出書等の手続を行うことが可能となりましたの
で、是非御活用ください。
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【対応可能手続一覧】
　１ 盛土等届出書（様式第１号）
　２ 盛土等変更届出書（様式第２号）
　３ 盛土等着手届出書（様式第3号）
　４ 土石搬入報告書（様式第５号）
　５ 水質調査報告書（様式第７号）
　６ 土壌汚染状況調査報告書（様式第８号）
　７ 盛土等完了届出書（様式第９号）
　８ 盛土等廃止（休止）届出書（様式第10号）
　９ 盛土等再開届出書（様式第11号）

概要



ふじのくに電子申請サービス利用上の注意事項

○本人確認のため、初回の電子手続時の利用者登録を行ってください。
　次回以降の電子手続は、利用者登録したID及びパスワードにより行ってください。

○操作方法等で不明な点は、ふじのくに電子申請サービスのトップ画面上の
　【ヘルプ】又は【FAQ】をご確認ください。
　◇ふじのくに電子申請サービス
　　　

　◇ふじのくに電子申請サービス【ヘルプ】
　　　

　◇ふじのくに電子申請サービス【FAQ】
　　　

○紙で届出等を行う場合は、各土木事務所（静岡市・浜松市は各市）へ
　提出してください（従来と同じ）。
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https://apply.e-tumo.jp/pref-shizuoka-u/offer/offerList_initDisplay.action
https://apply.e-tumo.jp/help/PREFSO/
https://apply.e-tumo.jp/help/PREFSO/faq4-2.htm
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申込み方法

１　申込み方法 
(1) ふじのくに電子申請サービスへ 
      https://apply.e-tumo.jp/pref-shizuoka-u/offer/offerList_initDisplay 
 
(2) 申込申請画面で「盛土環境条例」を検索、該当の届出書等を選択 

 

⇐①

⇐②

⇐③

(3) 利用者登録がない場合は、「利用者登録される方はこちら」を選択。 
　  利用者登録済の場合は、利用者IDとパスワードを入力してログイン。 案内に従って進む。

※オレンジの見本画像は、実際は青となります。 



5

 (4) 内容を順に入力し、確認へ進む。 
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(5) 申込確認画面で「申込む」を選択すると申込が完了し、申込完了通知メール　　
　　が送付される。
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(6) 申込みを行った届出書は、「PDFファイルを出力する」から出力できる。 


